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主任介護支援専門員更新研修Ｑ＆Ａ

主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間は研修修了日から５年間です。主任介護

支援専門員更新研修の修了日は、研修の全日程終了後に提出されるレポート等により修了

評価を行い、研修最終日が修了日となります。修了証の発送は研修の最終日から概ね１か

月後となりますので御注意ください。

主任介護支援専門員（更新）研修修了証明書の有効期間満了日の２年前の属する年度か

ら受講することが可能です。

また、現在お持ちの主任介護支援専門員（更新）研修修了証明書の有効期間が、受講し

ようとする主任介護支援専門員更新研修の修了日までないと受講できませんので、早めの

受講をお勧めします。

主任介護支援専門員（更新）研修修了証明書の有効期間中に介護支援専門員として実務

に従事（勤務形態については、非常勤や兼務も可）した経験があり、受講要件を満たして

いれば、申込時に介護支援専門員として実務に従事していなくても受講は可能です。ただ

し、研修参加にあたっては、介護支援専門員への実践指導事例の提出が必要となるため、

主任介護支援専門員として介護支援専門員に対する助言・指導や地域づくりの実践を行っ

ていることが必要となります。

研修終了後、レポートや活動実績により評価を行い、新たな有効期間を記載した「主任

介護支援専門員更新研修修了証明書」を県から交付します。

主任介護支援専門員更新研修修了者は、介護支援専門員更新研修を修了したものとみな

されるため、介護支援専門員の更新研修は免除されます。ただし、介護支援専門員証の更

新申請は必要ですので、各自、指定の期日に更新申請を行ってください。

Q４：主任介護支援専門員更新研修修了後の更新手続について

Q５：主任介護支援専門員更新研修修了者の介護支援専門員の更新研修の受講につい

て

Q１：主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間について

Q３：研修申込時に介護支援専門員として実務に従事していない場合について

Q２：主任介護支援専門員更新研修の受講時期について
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主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間満了日が過ぎると資格が失効となり、主

任介護支援専門員として実務が行えません。再度、主任介護支援専門員として実務を行う

ためには、改めて主任介護支援専門員研修を修了する必要があります。

主任介護支援専門員更新研修修了日（Q１※参照）まで有効の介護支援専門員証がない場

合は、主任介護支援専門員更新研修を受講することができません。まず介護支援専門員更

新研修を受講・修了し、その後、主任介護支援専門員更新研修を受講することが必要とな

ります。

実践指導事例を受講者とは別の事業所で対応している事例とする場合は、利用者が特定

されないように氏名、生年月日等をマスキングしてから情報を受け取るなど、個人情報の

取扱いに十分留意してください。事業者間で情報提供に関する同意書を交わす必要がある

場合は、参考様式４を活用して情報の提供を受けてください（参考様式４の提出は不要で

す）。

研修受講者の遅刻・早退や欠席は原則認めません。ただし、やむを得ない理由により研

修の一部を受講できなかった場合は、翌年度の主任介護支援専門員更新研修で同等のカリ

キュラムを受講し、修了評価を受ければ、主任介護支援専門員研修修了証明書を交付する

ことができます。ただし、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間内に全てのカリ

キュラムを受講する必要があります。

受講申込時に提出する実践指導事例は、主任介護支援専門員に対する実践指導事例でも

構いません。

Q６：主任介護支援専門員の資格を更新しない場合について

Q７：主任介護支援専門員更新研修修了前に、介護支援専門員証の有効期間が満了す

る場合について

Q８：実践指導事例として、受講者とは別の事業所で対応している事例を提出する場

合の個人情報の取扱いについて

Q９：やむを得ない理由により、研修の一部を受講できなかった場合について

Q10：主任介護支援専門員に対する実践指導事例の提出について
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３科目以上の指導内容を含む実践指導事例がない場合は、提出事例数を増やして、３科

目以上の内容としてください。

例えば、２科目について指導した実践指導事例を提出する場合は、それ以外の科目で指

導を行った事例をもう１事例提出する必要があります。

介護支援専門員の資質向上を目的とした専門職向けの研修とは、以下の両方を満たして

いるものとします。講演会、研究大会についても同様です。

１．介護支援専門員を対象としたものであること

２．研修コード表に記載された内容に該当しているものであること

※ 判断が難しい場合は、以下の照会先にお問合せください。

研修コードの選択に迷う場合は、参加者自身の受講目的や修得内容によって選択してく

ださい。

各研修実施機関が受講証明書等を発行することを想定していないため、研修の受講証明

については、原則、参考様式２を活用して、研修参加者の所属管理者に当該研修を受講し

た旨の証明を受けてください。

ただしオンライン研修の場合は、必ず、主催者が発行する修了証明書または受講証明書

の添付が必要です。

主催団体（研修実施機関） 照会先

静岡県 静岡県介護保険課

市町 当該研修実施機関

地域包括支援センター 当該研修実施機関

介護支援専門員協会 静岡県介護支援専門員協会又は当該研修実施機関

介護支援専門員協会以外の

職能団体
静岡県介護保険課

上記以外の団体 静岡県介護保険課

Q11：３科目以上の指導内容を含む実践指導事例がない場合について

Q12：介護支援専門員の資質向上を目的とした専門職向けの研修等の判断基準につい

て

Q14：法定外研修に参加した際の受講証明について

Q13：研修コードの選択に迷う場合の選択方法について
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法定外研修の範囲に含まれない所属内研修とは、所属内の職員のみを対象とした研修の

ことを指します。所属内で企画・実施した研修であっても、広く地域の介護支援専門員を

対象とした研修であれば対象となります。

静岡県で介護支援専門員の登録している方が、静岡県以外の都道府県が実施する主任介

護支援専門員更新研修の受講を希望する場合は、事前に静岡県介護保険課あてに連絡をお

願いします（054-221-2317）。

また、介護支援専門員の登録を静岡県以外の都道府県で行っている方が、静岡県が実施

する主任介護支援専門員更新研修の受講を希望する場合は、事前に介護支援専門員を登録

している都道府県の介護保険担当課に申し出てください。

主任介護支援専門員更新研修を受講しなければ、主任介護支援専門員（更新）研修の有

効期間満了日を超えて主任介護支援専門員として業務に従事することができません。

主任介護支援専門員として業務に従事する場合は、再度、主任介護支援専門員研修を受

講し、修了証明書の交付を受ける必要があります。ただし、主任介護支援専門員（更新）

研修有効期間内の主任介護支援専門員研修の再受講は認めていませんので、ご注意くださ

い。

主任介護支援専門員更新研修を修了した場合、現在の主任介護支援専門員研修の有効期

間満了日から５年間、有効期間が延長します。

主任介護支援専門員更新研修は、所属する事業所等が所在する市町に受講申込の書類を

提出することとしています。静岡県で介護支援専門員の登録をしている方で、所属する事

業所等が静岡県以外に所在する場合、申込時に所属をしていない場合は、静岡県介護保険

課あてに連絡をお願いします（054-221-2312）。

Q16：介護支援専門員の登録都道府県と研修を受講する都道府県が異なる場合につい

て

Q15：対象とならない所属内研修について

Q17：主任介護支援専門員更新研修を受講できない場合について

Q18：主任介護支援専門員更新研修修了後の主任介護支援専門員の有効期間について

Q19：所属する事業所が静岡県以外の市区町村に所在する場合について
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全コースオンライン研修で開催します。オンライン研修の受講に当たっては、受講環境

（パソコン、web 用カメラ・マイク、インターネット環境等）を整えてください。安定した

通信環境を確保してください。また、受講環境により使用できない Zoom の機能があります

ので、パソコンで Zoom アプリをインストールした上での受講を推奨します。

また、受講前に Zoom 操作マニュアル※を参照し、Zoom の操作に慣れるとともに、Zoom

ミーティングテスト（http://zoom.us/test）に接続し、必ず事前に接続状況・スピーカー・

マイクのテストを行ってください。併せて、Zoon 入室時の適切な名前の設定（変更）がで

きること、ブレイクアウトルーム機能及び画面共有を使えることを前提とします。

オンライン研修の受講に当たって、所属や自宅等、研修に集中できる環境(演習の際、周

辺の音が入ってしまわないよう個室等の別室を推奨)を整えてください。集中できない環境

（職場や家族との談笑・電話等、車等での移動、家族の世話）での研修の受講は認めませ

ん。

研修期間中の介護保険課研修事務局への問合せについて、メール（介護保険課：

kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp）での問合せに御協力ください。研修受講者がメールを

送る場合、メールのタイトルは「主任更新＋受講番号＋氏名」としてください。

※ 受講要件については、別添「静岡県主任介護支援専門員更新研修の受講要件」をご覧く

ださい。

Q20：オンライン研修の受講について


